
東京都広域団体認定訓練助成金支給要綱 

 

                     平成10年９月28日 11労経職振第408号  

改正 平成11年12月 3日 11労経職振第989号  

改正 平成13年４月１日 12労経職調第964号  

改正 平成19年４月１日 19産労雇能第262号  

改正 平成19年10月30日 19産労雇能第809号  

改正 平成21年５月29日 21産労雇能第191号  

改正 平成22年６月25日 22産労雇能第274号  

改正 平成23年６月13日 23産労雇能第260号  

改正 平成24年７月 2日 24産労雇能第353号  

改正 平成25年６月12日 25産労雇能第365号  

改正 平成26年５月 9日 26産労雇能第382号  

改正 平成27年７月14日 27産労雇能第336号  

改正 平成31年３月25日 30産労雇能第2247号 

改正 令和元年10月１日 31産労雇能第978号  

 

  雇用保険法（昭和49年法律第116号）第63条第１項第１号及び雇用保険法施行

規則（昭和50年労働省令第３号）第121条に基づく広域団体認定訓練助成金（以

下「助成金」という。）の支給については、この要綱に定めるところによる。  

 なお、職業能力開発促進法（昭和44年法律第64号）第24条第１項（同法第27条

の２第２項において準用する場合を含む。）の規定に基づき知事が認定した職業

訓練を実施する中小企業事業主の団体のうち、本支給要綱第３の規定に該当する

団体に対しては、東京都事業内職業訓練事業補助金交付規程によらず、この要綱

の定めるところにより認定職業訓練の運営に要する経費に係る助成金を支給する

ものとする。 

 

第１ 目的 

助成金は、その構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である中小企

業事業主の雇用する労働者を対象（３都道府県以上の労働者を対象とする場

合に限る。）として認定訓練を実施する中小企業事業主の団体（その構成員

が２以上の都道府県にわたるものに限る。）又はその連合団体（以下「広域

団体」という。）に対して、当該認定訓練の運営に要する経費の一部を助成

することにより、広域団体の行う認定訓練を振興し、計画的かつ効果的な人

材育成を推進することを目的とする。 



第２ 用語の定義 

１ 中小企業事業主  

その資本の額若しくは出資の総額が３億円（小売業、飲食店又はサービス

業を主たる事業とする事業主については5,000万円、卸売業を主たる事業と

する事業主については１億円）を超えない事業主又はその常時雇用する労働

者の数が300人（小売業又は飲食店を主たる事業とする事業主については50

人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100人）を

超えない事業主をいう。 

２ 中小企業事業主の団体  

当該団体の構成員に占める中小企業事業主の割合が３分の２以上である団

体であって、かつ、団体の構成員である中小企業事業主に雇用される訓練生

の数が訓練生総数の３分の２以上のものをいう。  

３ 全国団体 

広域団体のうち、全国的な規模の中小企業事業主の団体の連合団体をい

う。 

４ 認定訓練 

職業能力開発促進法第24条第１項の認定を受けた職業訓練及び同法第27条

の２第２項において読み替えて準用する同法第24条第１項の認定を受けた指

導員訓練をいう。 

 

第３ 助成対象団体 

１ 助成金は、次の各号全てに該当し、認定訓練を振興するために助成を行う

ことが必要であると認められる広域団体に対して支給する。 

（１）当該広域団体の構成員又は広域団体を構成する団体の構成員である中小

企業事業主の雇用する労働者を対象として行う認定訓練であること。 

（２）訓練生の数が年間おおむね 20, 0 0 0人日以上であり（全国団体に限

る。）、長期間の訓練課程においては１訓練科につき３人以上、短期間の

訓練課程（指導員訓練の研修課程を含む。以下同じ。）においては１コー

ス当たり３人以上であること。 

（３）訓練生総数の３分の２以上が当該広域団体の構成員又は広域団体を構成

する団体の構成員である中小企業事業主に雇用されている者であること。

訓練生総数の３分の１以内については、当該団体等の構成員以外の中小企

業事業主に雇用されている者を対象とすることができる。  

（４）訓練生のうち、同一の都道府県にある事業所に雇用される者の訓練生総

数に占める割合がおおむね２分の１未満であること。 



（５）当該広域団体の訓練組織、訓練設備、訓練計画、訓練開始時期等から判

断して認定訓練を的確に遂行するに足りる能力を有すると認められるもの

であること。 

（６）認定訓練の実施に係る予算の執行について責任者が定められているとと

もに経理組織が整備されており、当該経理を明確かつ適正に執行できると

認められるものであること。 

（７）認定訓練の実施に要した経費の額を明らかにした書類を整備しているこ

と。 

（８）当該認定訓練への訓練生の出席率が80パーセントを下回ることがないと

認められるものであること。 

２ 前項各号に該当する広域団体が次の各号のいずれかに該当する場合は、前

項の規定にかかわらず、助成金の支給の対象としない。 

（１）偽りその他不正の行為により本来受けることのできない雇用保険法（昭

和49年法律第116号）第62条及び第63条並びに雇用保険施行規則（昭和50

年労働省令第３号。以下「雇保則」という。）の規定に基づく助成金（以

下「雇用保険二事業助成金」という。）の支給を受け、又は受けようとし

たことにより、支給申請日又は支給決定日の時点で、当該不正受給に係る

雇用保険二事業助成金について、不支給とした日又は支給を取り消した日

から５年が経過していない場合。ただし、支給を取り消した日から５年を

経過しても不正受給に係る請求金が納付されていない場合は、時効が完成

している場合を除き、納付日まで助成金を支給しない期間を延長する。 

（２）雇用保険二事業助成金の不正受給を行った事業主等の役員等（偽りその

他不正行為に関与した者に限る。）が当該広域団体の役員等である場合 

（３）支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度（労働保

険の保険料の徴収等に関する法律（昭和44年法律第84号。）第２条第４項

に規定する｢保険年度｣をいう。）の労働保険料（同法第41条により徴収す

る権利が消滅しているものを除く。）を納付していない場合（支給申請日

の翌日から起算して２か月以内に納付を行った場合を除く。） 

（４）支給申請日の前日から起算して１年前の日から支給申請日の前日までの

間に労働関係法令の違反を行った場合 

（５）風俗営業等関係広域団体（以下のア又はイに該当する者をいう。）であ

る場合 

ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第1

22号）第２条第４項に規定する接待飲食等営業（同条第１項第１号に該

当するものに限る。）、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業（同



条第６項第１号、第２号若しくは第３号、第７項第１号、第９項又は第1

0項に該当するものに限る。）等を行っており、接待業務、異性の客に接

触する役務に係る業務、性的な行為を表す場面若しくは衣服を脱いだ人

の姿態を見せる業務又は性的好奇心を満たすための交際・会話を希望す

る者に対する音声による会話の業務に従事する者を対象として認定訓練

を行い、助成金の支給を受けようとする広域団体 

イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第1

22号）第２条第４項に規定する接待飲食等営業（同条第１項第１号に該

当するものに限る。以下同じ。）、同条第５項に規定する性風俗関連特

殊営業又は同条第13項に規定する接客業務受託営業（接待飲食等営業又

は同条第６項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営む者から委託を受け

て当該営業の営業所において客に接する業務の一部を行うこと（当該業

務の一部に従事する者が委託を受けた者及び当該営業を営む者の指揮命

令を受ける場合を含む。）を内容とする営業に限る。）を行っている広

域団体。ただし、接待飲食等営業であって許可を得ているのみで接待営

業が行われていない場合又は接待営業の規模が事業全体の一部である場

合を除く。 

（６）暴力団関係広域団体（以下のア又はイに該当する団体をいう。以下同

じ。）である場合 

ア 暴力団が実質的に経営を支配する広域団体 

広域団体又は広域団体の役員等（代表者、理事、その他経営に実質的

に関与している者をいう。以下同じ。）が暴力団（暴力団員による不当

な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号に規

定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同法第２条第６号に

規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき。 

イ 暴力団が実質的に経営を支配する広域団体に準ずる広域団体 

（ア）役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は

第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用する

などしている広域団体 

（イ）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便

宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力

し、若しくは関与している広域団体 

（ウ）役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当

に利用するなどしている広域団体 

（エ）役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有



している広域団体 

（７）広域団体又は広域団体の役員等が、破壊活動防止法（昭和27年法律第24

0号）第４条に規定する暴力主義的破壊活動を行った又は行う恐れがある

団体等に属している場合 

（８）支給申請日又は支給決定日の時点で倒産（雇保則第35条第１号に規定す

る倒産をいう。）している場合。ただし、再生手続開始の申立て（民事再

生法（平成11年法律第225号）第21条に規定する再生手続開始の申立てを

いう。）又は更生手続開始の申立て（会社更生法（平成14年法律第154

号）第17条に規定する更生手続開始の申立てをいう。）を行った広域団体

であって、事業活動を継続する見込みがある者を除く。 

（９）助成金の不正受給が発覚した場合に行われる広域団体名等の公表につい

て同意していない場合 

 

第４ 助成対象経費 

助成金は、認定訓練に要する経費のうち、次の各項に掲げるものを助成対

象として支給する。 

１ 集合して行う学科又は実技の訓練を担当する職業訓練指導員、講師及び教

務職員の謝金・手当に要する経費（１号経費）  

認定訓練施設等に集合して行われる学科又は実技の訓練を担当する職業訓

練指導員、講師及び教務職員（長期間の訓練課程の訓練を実施する全国団体

については教務職員の補助職員を含む。）の謝金・手当（賞与を含む。）に

要する経費をいう。 

なお、職業訓練指導員、講師及び教務職員の謝金・手当に係る助成対象額

は、当該広域団体の規約に基づく額とする。 

２ 集合して行う学科又は実技の訓練を行う場合に必要な建物の借上げ及び維

持に要する経費並びに機械器具等の購入等に要する経費（２号経費）  

（１）建物の借り上げ、修繕等に要する経費 

（２）測定器具、実験器具、体育訓練用機械器具等、訓練に直接必要な機械器

具の購入、借り上げ又は修繕に要する経費  

（３）訓練のために直接必要な光熱水料等  

３ 職業訓練指導員の研修及び訓練生の合同学習に要する経費（３号経費）  

（１）職業訓練指導員を対象として行われる研修会に職業訓練指導員が参加す

るために要する旅費等の経費 

（２）訓練生を対象として行われる合同学習会に訓練生が参加するために要す

る旅費等の経費 



   上記に掲げる経費には、訓練を実施する広域団体が訓練生としての自覚を

高めその定着を促進するために行う研修会、講演会、表彰式、技能コンクー

ル、作品展示会等への参加経費を含む。 

また、職業能力開発協会で実施する職業能力開発促進大会、研修会等への

参加経費を含む。ただし、海外で行われるものは除外する。 

４  集合して学科又は実技の訓練を行う場合に必要な教科書その他の教材に要

する経費（４号経費） 

（１）教科書の購入、作成等に要する経費  

（２）プリントその他の印刷費 

（３）その他の教材に要する経費 

（４）試験の材料に要する経費 

（５）訓練に必要な消耗品費 

（６）訓練に必要な参考図書購入費 

５ 集合して学科又は実技の訓練を行う場合に必要な管理運営に要する経費、

その他知事が必要かつ適当と認める経費（５号経費） 

（１）実習場等における消火器、救急医薬品等の購入に要する経費  

（２）訓練修了証書、技能証査合格証書等の作成に要する経費  

（３）訓練を実施する広域団体における構成団体又は構成事業主、学校教育機

関及び職業安定機関との連絡通信及び会議資料作成等に要する経費（電話

使用料金、文書による通信費、資料作成のための複写用紙、印刷等に要す

る経費を含む。） 

（４）訓練生の募集に係るパンフレット等の作成等に要する経費（当該広域団

体と構成団体又は構成事業主、学校教育機関及び職業安定機関との間の訓

練生募集経費（高等学校等中途退校者に対する訓練生募集経費）を含

む。） 

（５）その他の管理運用に必要かつ適当と認められる経費 

ただし、上記１及び３に係る経費以外の人件費、税金、会費類、献金、

保険料及び個人の所有となるもの（軽微なものは除く。）に係る経費等は

助成対象としない。 

 

第５ 支給額 

１ 支給額 

助成金の額は、上記第４の助成対象経費の合計額の２分の１（全国団体は

３分の２）に相当する額（その額が別表１（全国団体は別表２）の左欄及び

中欄に掲げる職業訓練の種類及び訓練課程ごとに同表の右欄に掲げる額によ



り算定して得た額の合計額を超えるときは、当該合計額）とする。  

２ 他の助成金等との調整 

助成金の支給を受けることができる広域団体が、同一の事由により、雇保

則第123条に規定する認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて都道府県が

行う助成又は援助を受けた場合には、当該支給事由によっては、助成金は支

給しない。 

 

第６ 支給事務手続き 

１ 支給申請書等の提出 

助成金の支給を受けようとする広域団体（以下「申請者」という。）は、

毎年度４月１日から９月末日までに終了した認定訓練については10月１日か

ら同月末日までに、10月１日から翌年３月末日までに終了した認定訓練につ

いては４月１日から同月末日までに、広域団体認定訓練助成金支給申請書

（様式第１号。以下「申請書」という。）に訓練の実施に要した経費の内訳

を添付して、当該広域団体の主たる事務所等の所在地ごとに別表３に定める

管轄職業能力開発センターの長を経由して、知事に提出しなければならな

い。 

また、申請書と併せて、支給要件確認申立書（広域団体認定訓練助成金）

（様式第２号。以下「申立書」という。）を提出するものとする。 

なお、普通課程の普通職業訓練については、９月末日及び３月末日に認定

訓練を終了していない場合であっても、それぞれ当該認定訓練を終了したも

のとみなして支給申請を行うものとする。  

２ 支給の決定 

知事は、申請書の提出を受けた場合には、遅滞なくその内容を審査し、申

請書の内容が助成金の支給要件に適合するものであると認めるときは、助成

金の支給を決定するものとする。 

なお、知事は必要があると認める場合には申請者に対し、第３の１(７)に

掲げる書類その他申請書の記載事項を確認するために必要な書類の提出を求

め、又は当該認定訓練の実施状況等を実地調査するものとする。 

また、知事は、申請者から提出された申立書の記載内容について、国に確

認を依頼することがある。 

３ 助成金の支給の決定通知及び送金 

（１）知事は、助成金の支給を決定したときは、遅滞なく広域団体認定訓練助

成金支給決定通知書（様式第３号）により申請者に通知するとともに、申

請書の「助成金の支給方法」欄に記載された方法のうち申請者の希望する



方法で送金する。 

（２）知事は、助成金の不支給を決定したときは、遅滞なく広域団体認定訓練

助成金不支給決定通知書（様式第４号）により申請者に通知する。 

４ 助成金の返還等 

（１）知事は、助成金の支給を受けた広域団体が、偽りその他不正の行為によ

って助成金の支給を受けたことが明らかになった場合は、広域団体認定訓

練助成金支給決定取消及び返還通知書（様式第５号）により、当該広域団

体に対して支給した助成金の全部又は一部の支給決定を取り消す旨の通知

を行うとともに、既に支給した助成金の全部又は一部の返還及び当該返還

額の２割に相当する額の納付を命じるものとする。 

（２）不正受給を行った広域団体に対しては、支給決定を取り消した日から起

算して５年間助成金を支給しない旨、広域団体認定訓練助成金支給停止決

定通知書（様式第６号）により通知する。 

（３）助成金の支給を受けた広域団体は、助成事業完了後に、消費税及び地方

消費税の申告により助成金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額が

確定した場合には、速やかに知事に報告しなければならない。 

（４）知事は、前項の報告があった場合には、当該仕入控除税額の全部又は一

部の返還を命ずる。 

５ 書類の保管 

知事は、助成金の支給の決定又はその取消しを行ったときは、処理済みの

申請書、その他関係書類を一括して支給決定順にとじ、保管する。 

 

（附 則）（11労経職振第 408号） 

  １ この要綱は、公布の日（平成10年９月28日）から施行する。 

  ２ この要綱は、平成10年４月１日（以下「適用日」という。）以後に行わ

れる認定職業訓練について適用する。 

（附 則）（11労経職振第 989号） 

  １ この要綱は、平成11年12月３日から施行する。 

（附 則）（12労経職調第 964号） 

  １ この要綱は、平成13年４月１日から施行する。 

（附 則）（19産労雇能第262号） 

  １ この要綱は、平成19年４月１日から施行する。 

（附 則）（19産労雇能第809号） 

  １ この要綱は、公布の日（平成19年10月30日）から施行する。 

  ２ この要綱は、平成19年４月１日以後に行われる認定職業訓練について適



用する。 

（附 則）（21産労雇能第191号） 

  １ この要綱は、公布の日（平成21年５月29日）から施行する。 

  ２ この要綱は、平成21年４月１日以後に行われる認定職業訓練について適

用する。 

（附 則）（22産労雇能第274号） 

  １ この要綱は、公布の日（平成22年６月25日）から施行する。 

  ２ この要綱は、平成22年４月１日以後に行われる認定職業訓練について適

用する。 

（附 則）（23産労雇能第260号） 

  １ この要綱は、公布の日（平成23年６月13日）から施行する。 

  ２ この要綱は、平成23年4月1日以後に行われる認定職業訓練について適用

する。 

（附 則）（24産労雇能第353号） 

  １ この要綱は、公布の日（平成24年７月２日）から施行する。 

  ２ この要綱は、平成24年４月１日以後に行われる認定職業訓練について適

用する。 

（附 則）（25産労雇能第365号） 

  １ この要綱は、公布の日（平成25年６月12日）から施行する。 

  ２ この要綱は、平成25年４月１日以後に行われる認定職業訓練について適

用する。 

（附 則）（26産労雇能第382号） 

  １ この要綱は、決定の日（平成26年５月9日）から施行する。 

  ２ この要綱は、平成26年４月１日に遡及して適用する。 

（附 則）（27産労雇能第336号） 

  １ この要綱は、決定の日（平成27年７月14日）から施行する。 

  ２ この要綱は、平成27年４月１日に遡及して適用する。 

（附 則）（30産労雇能第2247号） 

  １ この要綱は、決定の日（平成31年３月25日）から施行する。 

  ２ この要綱は、平成31年４月以降に支給申請が行われる助成金に適用す

る。 

（附 則）（31産労雇能第978号） 

  １ この要綱は、決定の日（令和元年10月１日）から施行する。 

  ２ この要綱は、令和元年10月以降に支給申請が行われる助成金に適用す

る。 



別表１ 

職業訓練の種類 訓 練 課 程 助 成 金 の 額 

普通職業訓練 普通課程 １訓練生当たり      32,250円 

短

期

課

程 

①職業能力開発促

進法施行規則別表

第４に係るもの 

１人１コース当たり      39,000円 

②職業能力開発促

進法施行規則別表

第５に係るもの 

１人１コース当たり      26,200円 

③①及び②以外の

うち建設以外の訓

練科 

１人１単位当たり       5,800円 

④①及び②以外の

うち建設の訓練科 

１人１単位当たり      8,700円 

(注)１ 上記表中、普通課程における助成金の額は、４月１日から９月末日まで

及び10月１日から３月末日までの認定訓練にそれぞれ対応する額である。 

２ 上記表中、短期課程のうち③及び④における助成金の額は、次の訓練時

間に対応する訓練単位数の１単位当たりの額である。  

集合訓練時間数 単 位 数 

12時間(*) ～   15時間 

  16時間   ～   25時間 

  26時間   ～   40時間 

  41時間   ～   60時間 

  61時間   ～   80時間 

81時間   ～  100時間 

101時間   ～  150時間 

151時間   ～  200時間 

201時間   ～  300時間 

301時間   ～  400時間 

401時間   ～  500時間 

501時間   ～  600時間 

601時間   ～  700時間 

701時間以上 

１ 単位 

２ 単位 

３ 単位 

４ 単位 

５ 単位 

６ 単位 

７ 単位 

８ 単位 

９ 単位 

10 単位 

11 単位 

12 単位 

13 単位 

14 単位 

* 職業能力開発促進法施行規則別表第３に係るものについては10時間 



別表２ 

 訓 練 課 程 助 成 金 の 額 

普通職業訓練 普通課程 １訓練科当たり     1,608,000円 

１訓練生当たり      34,000円 

１訓練施設当たり 

訓練生募集経費     80,000円 

臨時教務職員配置経費  80,000円 

訓練生定着促進経費   80,000円 

短

期

課

程 

①職業能力開発促

進法施行規則別表

第４に係るもの 

１人１コース当たり    64,800円 

②職業能力開発促

進法施行規則別表

第５に係るもの 

１人１コース当たり    42,400円 

③①及び②以外 １人１単位当たり     11,600円 

(注)１ 上記表中、普通課程における助成金の額は、４月１日から９月末日まで

及び10月１日から３月末日までの認定訓練にそれぞれ対応する額である。  

２ 上記表中、短期課程のうち③における助成金の額は、次の訓練時間に対

応する訓練単位数の１単位当たりの額である。  

集合訓練時間数 単 位 数 

12時間(*) ～   15時間 

  16時間   ～   25時間 

  26時間   ～   40時間 

  41時間   ～   60時間 

  61時間   ～   80時間 

81時間   ～  100時間 

101時間   ～  150時間 

151時間   ～  200時間 

201時間   ～  300時間 

301時間   ～  400時間 

401時間   ～  500時間 

501時間   ～  600時間 

601時間   ～  700時間 

701時間以上 

１ 単位 

２ 単位 

３ 単位 

４ 単位 

５ 単位 

６ 単位 

７ 単位 

８ 単位 

９ 単位 

10 単位 

11 単位 

12 単位 

13 単位 

14 単位 

* 職業能力開発促進法施行規則別表第３に係るものについては10時間 



別表３ 
   

主たる事務所等の所在地 
 

 
管轄職業能力開発センター 

 

一 
千代田区、新宿区、文京区、中野区、杉

並区、豊島区、北区、板橋区、練馬区 
中央・城北職業能力開発センター 

二 
中央区、台東区、墨田区、江東区、荒川

区、足立区、葛飾区、江戸川区 
城東職業能力開発センター 

三 
港区、品川区、目黒区、大田区、世田谷

区、渋谷区、島しょ町村 
城南職業能力開発センター 

四 

八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、

青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田

市、小金井市、小平市、日野市、東村山

市、国分寺市、国立市、福生市、狛江

市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武

蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あ

きる野市、西東京市、西多摩郡 

多摩職業能力開発センター 

 
 


